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はじめに 
高齢化や労働力不足が深刻化する中、農業分野ではドローンを活用した散布作業やセン

シング技術が注目されています。これらは農作業の効率化と省力化を実現する有望な手段

ですが、中山間地域や中小規模の農家にとっては、導入費用やパイロット不足が障壁となっ

ています。また、センシングは農作物の生育状態や農作業の品質の良否を把握するのに適し

た技術であり、化学肥料削減への活用も期待されながらも、普及が進んでいない状況です。 

この課題に対し、令和3〜4年度にかけて実施したスマート農業技術の開発・実証プロジェ

クト（課題番号：土3E4サ、課題名：ドローンを使った農作業のシェアリング体系の実証）に

おいて確立したドローンシェアリングシステムの他産地への展開を進めました。 

本書では、このプロジェクトで得られた知見をもとに、土地利用型作物におけるスマート農

業導入の手順やポイントを整理しています。これにより、地域ぐるみでスマート農業技術を定

着させるための具体的な指針が示され、今後もこうした取組が広がることで、地域農業の持

続可能性と競争力向上が期待されます。 

 

令和７年２月 

支援実施グループ代表者 

株式会社つじ農園 

代表  辻 武史 

 

 

 
役割 機関名 

サポートチーム

支援員 

代表機関 株式会社つじ農園 

参画機関 

ドローン・ジャパン株式会社 

株式会社日本農業サポート研究所 

三重県中央農業改良普及センター 

三重県津地域農業改良普及センター 

三重県農業研究所伊賀研究室 

三重大学大学院生物資源研究科関谷研究室 

活用支援を受け

る産地の構成

員 

生産者 農事組合法人下友生ファームおよび周辺農家 

参画機関 
JAいがふるさと 

三重県伊賀地域農業改良普及センター 

 

 

  

表１ 「三重県ドローンシェアリングサービス普及グループ」の構成員 
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免責事項 

● 当該実施グループ及び農研機構は、利用者が本手引き書に記載された技術を利用したこ

と、あるいは技術を利用できないことによる結果について、一切責任を負いません。 

● 本手引き書に掲載された情報の正確性や完全性について、 当該実施グループ及び農研

機構は保証するものではありません。機械を利用することによる効果については、作物を栽

培する地域、気候条件及び土壌条件等より変動することに留意してください。 

● 製品の基本的な取扱いについては、製品に付属する取扱説明書を参照してください。 

● 本手引き書中の図表、写真、イラストには農研機構が著作権を保有しているもの、第三者か

ら転載・引用の許諾を得て掲載しているものが含まれます。複製には許諾が必要となります。 
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第1部 この手引き書の概要 

１．この手引き書で取り上げる営農体系と品目 
・水田作（水稲）、畑作（小麦） 

 

２．この手引き書で取り上げるスマート農業技術活用産地支援の項目 
・導入した（又はする）スマート農業技術の有効・効果的な活用（導入技術活用型） 

 

３．この手引き書で取り上げる技術 
（１）ドローンシェアリングシステム（経営体が所有するドローンの有効活用やドローンオペレ

ーター（パイロット）のマッチングなどを効率的に行うことで、ドローンの運用コストの削減

に資する技術）（第4部※1） 

（２）ドローンセンシング技術（ドローンセンシングから得たデータを活用し、適切な栽培管理

を行う技術）（第4部※2） 

 

４．産地の現状と取り組む目的 
スマート農業技術の導入に向けて、活用支援を行った伊賀市下友生地区では、 

①地域の防除を請け負う経営体の能力以上の作業依頼があり、要望に応えられていない

こと 

②ドローンセンシングを行っているが、得られたデータを収量・品質の向上に活用すること

ができていないこと 

などの課題があり、今後も持続的な農業生産を行うために、ドローンの運用コストの低減

と作物の収量・品質向上を図る必要がありました。 

そこで、本取組では、令和３年度スマート農業実証プロジェクトで実績のある「三重北部ド

ローンシェアリングコンソーシアム」で得られた知見と運用方法を活用し、下友生地区でドロ

ーンシェアリングシステムの構築とデータ連携農業を実践する体制を整備し、ドローンの運

用コストの低減と水稲の品質向上、小麦の収量・品質向上につなげることを目指しました。 

 

５．期待される成果 
・ドローンシェアリングシステムの体制整備 

・パイロットマッチングを含むデータ管理、運用アプリの整備 

・ドローンセンシングデータを活用した栽培管理と散布作業の連動効果 

・ドローン防除、ドローンセンシング技術の普及 
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６．この手引き書の活用面と留意点 
本手引き書は、シェアリング技術によるドローンの広域シェアリング、ドローンセンシングか

ら得られた情報を活用したデータ駆動型農業に関する技術を水稲・小麦などの土地利用型

作物を栽培する産地で実践する際に、その導入・活用・定着の工程に関するポイントをまとめ

るものです。 

ただし、経営体ごとの課題が多様化するなかでスマート農業技術の活用の目的や方法も

様々であるため、実際にスマート農業技術の導入・活用に当たっては、各地域及び農業経営

体の実情に応じて活動を進めることが重要です。 
そのため、本手引き書の活用の際は、技術導入者の現状把握・合意形成を十分に行い、

取組を進めていく必要があることに留意してください。 なお、ドローンシェアリングシステムや

ドローンセンシングデータを分析するソフトウェアは、複数の企業から製品やサービスが提供

されておりますが、当実施グループの活用支援においては、ドローンシェアリングシステム（第

４部参考資料、１．参考資料※１）及びセンシングデータ解析ソフト（第４部参考資料、１．参

考資料※２）を用いております。 

ただし、本手引き書及び活用支援の目的は、あくまで土地利用型作物におけるスマート農

業技術の推進であり、他のシステムやアプリケーションを活用した場合も同様の手順をとる

ことで、技術の導入・活用・定着を図ることが可能であると考えます。 
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第2部 スマート農業技術活用産地支援を成功に導くポイント 

 

１．この手引き書で伝えたいポイント 
近年、水田農業においてドローンの活用が注目されています。特に、効率的な農作業の実

現や、環境負荷軽減を図るうえで、ドローン技術の導入は欠かせないものとなっています。 

しかしながら、ドローンの導入にあたっては以下の2つの課題が存在します。 

1）機材の導入運用費が高額 

ドローンの購入費用や運用コストは、中小規模の農家にとって大きな負担となります。

そのため、多くの農家がドローンの導入に踏み切れない現状があります。 

2）運用ノウハウの不足 

ドローンはデータ駆動型農業の導入を可能にしますが、そのデータをどのように収集

し、分析し、活用するかという具体的な運用ノウハウを持つ農家は限られています。この

点が、ドローンの利活用を妨げる一因となっています。 

これらの課題を解消するために有効な手法として、ドローンシェアリングが挙げられます。

この仕組みでは、機材やパイロットを複数の農家で共有することで、導入及び運用コストを

削減できます。また、リモートセンシングドローンと散布用ドローンを組み合わせて使用する作

業体系を構築することで、ドローンが収集したデータを活用し、化学肥料の削減や収量・品

質の向上といった持続可能な農業の実現が可能となります。 

実際にドローンシェアリングを運用している多くの事例では、作業を行う場所や圃場の位

置確認、作業を行う日程調整、パイロットの手配や実担当者の選定、資材の準備と実作業の

記録、出役賃金や資材費の計算及び請求等の手続が発生し、また、農作業は天候の影響を

受けやすく、作業日程の変更が生じやすいため、シェアリングの運用は複雑で柔軟な対応が

求められます。上記の事情により、多発する問題としては、キーパーソンがひとりで計画や調

整を行うトップダウン型の運用を行う事例において、キーパーソンがいないと作業が回らな

い、情報の共有が不足する等のケースがあります。この課題に対応するため、令和３～４年度

に実施した「三重北部ドローンシェアリングコンソーシアム」のスマート農業実証プロジェクト

の取組では、ＧＩＳやクラウドグループウエア技術を活用して「三重ドローンシェアリングシス

テム」を開発し、これを用いてシェアリングに参加する生産者やパイロットが、ＧＩＳによる圃場

位置や作業実施場所の管理、作物生育情報に基づく作業計画の策定、パイロットの出役調

整や資材の準備と作業履歴や在庫管理、労務管理や経費管理、情報共有ツールなど様々

な機能を可能としました。 

スマート農業実証プロジェクトでの取組で三重ドローンシェアリングシステムは極めて有

効なツールであることを実証しましたが、生産者やシェアリンググループが個々に活用するに

はランニングコストが高く、普及を進める上では課題となりました。個々のユーザーがリーズ

ナブルな価格でドローンシェアリングに取り組めるよう、より安価なシステムとして、新たな「ド

ローンシェアリングシステム（以下、シェアリングシステム）」を開発しました。 

これを活用することで、水田農業が抱える課題を解決し、農業のさらなる発展に寄与する
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ことを目指します。 

 

２．地域（産地）における取組の手順 
各地域における取組は、以下の手順を念頭に進めます（図１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（1）グループの結成から研修の受講 

必ずしも番号順に進める必要はありませんが、「チーム組成」、「データ整理」、「要員のト

レーニング」、の３つの要素を確実に進めることが重要です。 

 

チーム組成： 

・グループの結成 

・パイロットの確保 

・ドローンの確保 

 

データ整理： 

・圃場データ整理 

・ソフトウェア運用シミュレーション 

 

要員のトレーニング： 

・要員のトレーニング 

・ソフトウェアの調整 

 

前提として、導入先グループの役割を次のように分類します（表２）。 

これらは必須の役割となりますが、グループの中で兼任によるものでも構いません。 

以下では、同様なアプリ（システム）は多くありますが、共通する導入の手順、運用方法に

図１ ドローンシェアリングシステムの導入手順 
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ついてポイントを示します。 

 

 
役割 担当の例 

生産者 農家、農業生産組織 

事務局 
シェアリングシステムの管理者（パイロットのなかから責任をもって実施

できる者を選定がするのが望ましい） 

パイロット ドローンパイロット 

技術指導者 JA営農指導員、普及センターなどの農業技術者 

データ解析者 撮影したリモートセンシング情報を解析データとして提供する者 

 

（2）ソフトウェアの導入から圃場データの整理 

ここでは、シェアリングシステム導入のための手順について解説します。 

 

ア）シェアリング管理ソフトウェアの講習の受講 担当：事務局 

・ドローンシェアリングのためのソフトウェア「シェアリングシステム」についての操作方法

の研修を受講します。 

※事務局はパイロットのリーダーになるような責任感があるものを選定することが重要 

 

イ）情報入力 担当：事務局 

・ドローンシェアリングの基礎情報を「シェアリングシステム」に入力します。 

・事務局の情報（名称、住所、連絡先など）、生産者の情報を（名称、住所、連絡先など）、

各生産者から圃場情報を取りまとめて「シェアリングシステム」に入力します。 

・入力後に圃場マップ作成する（表計算アプリのテンプレート等を用いて効率的に収集す

る）。作成した地図とリモートセンシング用撮影エリアを「シェアリングシステム」にアップ

ロード後、解析画像（NDVI、VARI等）が取得できるようになります。 

※NDVIは高価なドローン搭載用近赤外線カメラ、あるいは作業量、高度な分析技術など

が必要です。一方、VARIは一般的なカメラで撮影したデータを用いて、RGBバンドの

値を簡単な計算値で計算することから入手及び解析がともに簡易となります。今回の

事例ではVARIを用いました。 

・パイロットを募集し、登録を行います。パイロットの情報を「シェアリングシステム」に入力

します。 

・使用機材の情報を収集し、「シェアリングシステム」に入力します。 

 

ウ）作付け情報の入力 

・各生産者は、事務局に作付け情報（移植日や播種日、品種）を提出します。 

・事務局は、作付け情報を「シェアリングシステム」にインポートします。 

・事務局は、作付け情報を技術指導者と共有します。 

 

表２ 技術支援を受ける側の役割分担 
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エ）出穂予定日の算出 

・技術指導者は、作付け情報から、出穂予定日など基準日を算出し「シェアリングシステ

ム」に入力します。 

・技術指導、者は作付け情報に基づき、それぞれの圃場について、出穂予定日を算出し、

生産者と共有します。 

 

ソフトウェアの導入のポイントは、事務局が情報を取りまとめて入力するため、シェアリング

システムの操作方法の研修を受講し、正確な情報を生産者に伝えることにあります。 

 

（3）実施 

ここでは、シェアリングシステム運用のための手順について解説します。 

〔シェアリングシステムの概要〕 

・三重県の作物生育情報に基づく水稲及び小麦の生育予測 

・ドローンセンシング及びドローン散布作業のスケジュール管理 

・連携するドローンリモートセンシングの解析情報へのアクセス（VARIによる葉色等のマッ

プ表示や圃場単位での平均値表示） 

・ドローンセンシング及びドローン散布作業や資材利用の記録 

・ユーザー及びパイロットの情報共有のためのチャットによるコミュニケーション 

そのほか、オプションで、パイロットの労務管理と資材費の計算やGISによる圃場登録も可

能です。また謝金の支払いなどに関してはスポットワークアプリとの連携を推奨します。 

シェアリングシステム」の構成及び機能の概要を図２に示します。 
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事務局 

データ解析者 

飛行要請
確認・受

託 

散布の関
係者に通

知 

作業の受付・
完了報告 

撮影データ
をアップロ

ード 
解析結果を格納 

パイロット パイロット 

シェアリングシステム経由 

図2 シェアリングシステムの概要 
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【散布作業のみの場合】 

ア）飛行要請の作成 

・各生産者は、必要に応じて飛行要請を作成します。 

・事務局は、適宜、飛行要請を取りまとめて、要望をききつつ一定面積ごとに分類します。 

（当地域では６ha程度が１日の標準散布面積：地域ごとに調整） 

・「飛行要請」が発生すると登録パイロットにはアプリを通じて自動的に通知されますが、

事務局は適宜、飛行要請が発生したことをパイロットに周知します（図3）。 

・事務局は、パイロットのスケジュールを把握しつつ調整を行い、担当パイロットを確定する

とともにパイロットへ通知します。 

・事務局は、作業する圃場などの情報が掲載された記録シートを作成し、ドローン基盤情

報システム（DIPS）に登録する等、作業当日にパイロットがスムーズに仕事ができるよ

うに準備します。（図3） 

 

イ）飛行の受託から当日フライト作業まで（図3） 

・パイロットは、適宜、飛行要請を確認し、飛行要請を受託します。受託されるとシェアリン

グシステム経由で関係者に通知があります。 

・当日作業として、パイロットは、シェアリングシステム上で作業の受け付けを行います（チ

ェックイン）。 

・パイロットは、作業完了時にシェアリングシステム上で完了報告を行います。 

 

 

 
 

【リモートセンシング～散布連動作業の場合】 

ここでは、リモートセンシングを活用して、追肥を行う圃場を選定し、ドローンによる追肥

図3 パイロットマッチングを含むデータ管理、運用アプリの整備の成果 
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を行う際の手順について示します。 

（第３部ケーススタディとしての作業は水稲の実肥、麦の実肥の散布です） 

 

ア）飛行要請の作成 

・各生産者は、飛行要請を作成します。 

・飛行要請が発生すると登録パイロットにはアプリを通じて自動的に通知されますが、事

務局は適宜、「飛行要請」が発生したことをパイロットに周知します。リモートセンシング

では要請時に撮影する日時、領域や面積を指定されますので、要請内容に従って作業

することになります。 

・事務局は、パイロットのスケジュールを把握しつつ調整を行い、担当パイロットを確定する

とともにパイロットへ通知します。 

・事務局は、作業する圃場などの情報が掲載された記録シートを作成し、DIPS（ドローン

基盤情報システム）に登録する等、作業当日にパイロットがスムーズに仕事ができるよ

うに準備します。 

 

イ）飛行の受託から当日フライト作業まで 

・パイロットは、適宜「飛行要請」を確認し、飛行要請を受託します。受託されるとシェアリン

グシステム経由で関係者に通知があります。 

・当日作業としてパイロットはシェアリングシステム上で作業の受け付けを行います。 

・パイロットは、作業完了時にシェアリングシステム上で完了報告を行います。 

 

ウ）データアップロード～解析 

・パイロットは、別途定める手順書に従い、撮影したデータをデータ解析者（第４部※２）の

指示する解析フォルダにアップロードします。 

・データ解析者から、解析結果のリンクが発行され、シェアリングシステム内に格納されま

す。 

・事務局は、データ解析者から提供されたリンクを技術指導者と共有し、「生産者に追肥

を推奨する圃場」をシェアリングシステム上で選択できます。 

・生産者は、「生産者に追肥を推奨する圃場」の指示について作業実施の判断を行い、シ

ェアリングシステムに記録します。（新たな「飛行要請」の生成） 

 

エ）以下、上記の【散布作業のみの場合】１～２の手順と同じように作業を行います。 

注意点）リモートセンシングの結果から追肥箇所を判断する場合、生育のタイミングに合

わせた迅速な作業が要求されます。およそ１週間以内には撮影から散布までの判断が

なされることが望ましく、事務局を中心としたコミュニケーションの速さと協力体制が重

要となります。 

 

これらの手順は一例ですが、散布作業の要請受付から、パイロットマッチングを含む運

用や作業履歴データの管理等を含む一連の作業に対応する運用アプリを整備すること
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で、ドローンのシェアリングだけでなく情報のシェアリングを行い、パイロットの運用を効率

的に行なうことができることがポイントになります（図3）。 

 

3．導入技術定着のための要件 

本手引き書で取り上げたドローンのシェアリングによるドローン散布及びセンシング技術

は、機材やパイロットを複数の農家で共有することで、個別に農家が導入する場合に比べて

導入及び運用コストの削減が期待されます。 

「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト」令和3年度採択【土3E4サ】「ドローンを使

った農作業シェアリング体系の実証」（第４部※２及び※３）では、経営体数10件、パイロット

（オペレーター）数10人、散布面積100ha、センシング面積2,000ha規模で、ドローンを個

別購入する場合に比べてシェアリング使用することで、導入コストを70％削減、運用コストを

36～46％削減できることが示されました（図4）。 

 

 

 
 

ここで想定されたドローンシェアリングの導入条件は以下のとおりです。 

・生産者10名程度のグループ、これと同等以上の集落営農や農業法人 

・散布用ドローン2台、リモセン用ドローンを導入 

・パイロットを８人確保し、そのうち４名程度は基幹的農業以外で農繁期の作業競合を避け

て出役できることとする。 

・過去の実績から、年間作業面積と10a当たりの作業単価（資材費、メンテナンス費用、パイ

ロット出役費込み）の関係においては、年間作業面積が増えるにしたがって作業単価は下

図4 ドローンシェアリングによるコスト削減の効果 
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がります。ラジヘリによる作業委託散布では2,500円/10a程度の料金であることから、こ

の水準が目安となります。 

・ただし、ドローン１台当たりの散布面積が過度に大きくなると稼働寿命時間を超えて機体

更新が早まるため、作業面積の上限を勘案する必要があります。 

 

このような経済的効果を得るためには、ドローン導入の際に一定の経営体数や面積、パイ

ロットの教育体制が必要です。また、散布用ドローンのパイロットだけではなく、データ解析の

リテラシーやコンピューターを使った作業に詳しいパイロットも育成する必要があります。 

こうした観点から、まずは機械導入やシェアリングに向けた経営体同士の合意形成から始

める必要があり、この時、ＪＡや市町村、県などの営農・普及指導機関の関与、支援が必要に

なります。 
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第3部 スマート農業技術活用産地支援の取組内容と実施状況

（ケーススタディ） 

１．取組の背景 
本手引書では、三重県津市の「株式会社つじ農園」（以下、事務局）が実践したシェアリ

ングシステムによるドローンシェアリングの技術支援と、技術の受け手である伊賀市の「農事

組合法人下友生ファーム」（以下、“生産者”）の技術導入の取組を基に、その導入プロセス

や運用ノウハウを、第２部の図１に示す「ドローンシェアリングシステムの導入手順」にしたが

って、具体的に解説します。 

取組実施前には、散布作業を生産者が中核となって請け負っていましたが、周辺農家か

らの依頼が多く、人員不足が深刻でした。免許取得者は5名在籍していたものの、高齢化に

より実際に作業できるのは2名のみで、保有しているドローンも1台しかない状態でした。 

さらに、JAも受託散布を行っていたものの、ヘリコプターでの散布のため小規模農家や多

品種栽培への対応が難しく、十分にカバーしきれないという問題がありました。 

また、生産者自身が散布作業を行うため、受託作業が増えると自社の農作業が遅れ、適

期作業が困難になり、品質や収量に悪影響を及ぼす状況でした。 

しかし、近隣農家の依頼を断ることもできず、やむなく作業を引き受けざるを得ない状況

でした。さらに、肥料価格の高騰に伴い、化学肥料の削減も求められており、これまでの全圃

場を一律に追肥する方法に代わって、追肥を要する圃場を判別し、必要に応じて追肥するよ

うな、より効率的かつ環境に配慮した施肥方法が必要とされていました。 

 

２．グループの結成 
（図1：グループの結成） 

課題に対する対策として、まず人材とドローン機体を複数の農家・法人でシェアする仕組

みを整え、散布作業を外部化する体制（第２部：表2）を構築しました。具体的には、地域の

中核的担い手であるとともにリモートセンシングドローンおよび散布用ドローンを所有する生

産者のドローンオペレーターがリーダーとなって事務局を設置するとともに、地域の状況を把

握して生産者の支援や営農指導を行うJAいがふるさと及び三重県中央農業改良普及セン

ターの担当者が技術指導を担い、データ解析者を民間企業（ドローン・ジャパン（株）（DJア

グリサービス））に業務委託し、他の生産者が所有するドローンをシェアリングシステムに組

み込むことで使用可能な機体数を増やし、受託作業の対応範囲を拡大するようにしました。 

 

３．パイロットやドローンの確保 
（図１：パイロットの確保、ドローンの確保） 

技術の受け手である地域の中核的担い手の農事組合法人下友生ファームは散布用ドロ

ーンを１機有し、ドローンオペレーターが２名いて、その他に周辺の生産者が散布用ドローン

を１機有して１名のドローンオペレーターがいました。 

地域でドローンシェアリングを開始するにあたり、 生産者が事務局とパイロットを担うとと
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もに、合計２機の散布用ドローンと３名のオペレーターがパイロットとして参画することとしまし

た。いずれのパイロットとも農業者であり、繁忙期が重なってパイロットとして出役できないリ

スクがあるため、さらに非農家のパイロット2名を募集して確保し、合計5名の体制としまし

た。5名はいずれも農業用ドローンの免許取得者で、稼働できる人数を増やすことにより、シ

ェアリングによる作業を円滑に実施できるようにしました。 

リモートセンシング用ドローンについては、生産者が今回、新たに購入し、ドローンシェアリ

ングアプリケーションも導入しました。まずは2名のパイロットで対応することとしました。 

グループのメンバー間の連絡を効率的に行うため、スマートフォンやパソコンを用いて、出

役要請の連絡、出役時の圃場位置や作付情報、作業の進捗情報などデータの収集や共有

を容易にして連携しやすい環境を整えました。 

 

４．研修の受講 
（図１：研修の受講） 

ドローンセンシングの講習会（R5年７月５日） 

事務局が講習会を開催し、シェアリングに出役するドローンオペレーター、ドローンに関

心のある近隣の担い手、JAいがふるさと、伊賀地域普及センター等から参加がありまし

た。データ解析を行う民間企業より、リモートセンシングドローンの操作方法とセンシング

データの取扱いについて説明があり、ドローンセンシングの担当者が受講しました（図

5）。 

講習会では、ドローンセンシング及び散布作業の飛行計画の作成や飛行前の点検、飛

行の注意点、データの保存を中心に実際の機材を操作して行いました。 

〔ここで出された課題と対応〕 

・関係者から、事故や故障などのトラブルが起きた際の責任の所在の考え方について質

問が出ました。現状、支援を受ける地域では、ドローンシェアリングの管理者である事務

局が責任者としてトラブルに対応することにしていましたが、今後、シェアリングシステム

の横展開を進めるうえで、シェアリングの運用に関わることは事務局、ドローンの飛行操

作に関することはパイロット等、それぞれの場所や状況に応じて責任者を明確にするこ

とにしました。 

・生産者から、センシングからデータ解析までの時間をもっと短縮できないかとの意見が

出ました。センシングにかかる作業の進捗共有、データ解析結果の即時通知などを行う

ことで時間短縮を図ることにしました。 
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5．ソフトウェアの産地への導入 
（第２部 図１：ソフトウェアの導入） 

ドローンシェアリングを円滑かつ効率よく行うためには、実際のシェアリングの運用に合致

して使いやすいソフトウェアを用いる必要があります。そのため、既存のシェアリングアプリケ

ーションを用途に応じてカスタマイズし、使いやすいシステムに整えていくことが効果的と考

えられます。 

また、リモートセンシングとデータに基づいて生育診断や追肥の要否判定等の管理作業に

連動させるシステムでは、グループのメンバーでリモートセンシング技術を習得し、得られた

データより圃場の状況を的確に把握し、追肥の要否を判断できる人材を育成することで、デ

ータ解析を常に業者委託することによる解析コストや時間的遅延を抑えて、シェアリングを迅

速かつ円滑に、適期作業ができるようになります。グループ内でドローンシェアリングアプリ

ケーションやリモートセンシングデータ解析に関心の高いオペレーターを中心に、アプリケー

ションの使い方について習熟を高めるとともに、シェアリングに関する運用や調整をグループ

内の複数の者で担える体制づくりを進めることが重要です。 

 

リモートセンシングの一連の作業からデータ解析までの「時間短縮」について： 

リモートセンシング作業は、撮影～データアップロード～解析～診断～情報展開、といくつも

の工程を経ることで時間を要することから、適期に作業ができるよう処理期間を概ね「２日

以内」を目標としました。時間を極力短くするための対応や連携を図るため、事前にコミュニ

ケーションをとることと、アクションが生じたときにアプリからの通知を出すことなどの対策に

加えて、関係者をなるべく減らす工夫を講じました。 

今回の取組では、あらかじめ水稲の生育を予測して、例えば幼穂形成期頃にリモートセン

シングを行って、生産者が解析データから、自分で水稲の生育状態を読み取ることを進めま

図5 講習会の様子 
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したが、長期的な視点では、早生から晩生まで生育時期の異なる多様な品種に対応するこ

とを想定すると、一週間や十日ごとに撮影～解析までを定期的に繰り返して実施し、生産者

が必要に応じてデータを入手することができれば、より適時に情報を得られると考えていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドローンシェアリングシステムを横展開するうえでのあらかじめ想定しておく課題： 

1）人材・機体シェアリングによる散布作業の外部化 

○ シェアリングに関わる法的・保険的整備（事故時の責任所在など） 

○ ドローン操縦・整備など専門スキルを持つ人材の確保と育成 

○ 需要と供給のバランス（繁忙期のスケジュール調整など） 

2）他所のドローンをシェアリングシステムに組み込むことでの受託面積拡大 

○ 複数台のドローン管理（稼働状況・メンテナンス・所有権の扱い） 

○ 台数拡大による運用コスト・整備費用の増加 

○ 機種ごとの仕様差による作業効率のばらつき 

3）リモートセンシング技術導入による追肥可否の判断 

○ 導入コストやセンサー・ソフトウェアの保守管理費用 

○ 撮影・解析データの精度確保や誤差の補正（地形・天候・作物の品種差など） 

○ 解析結果の解釈スキルや評価基準の標準化 

4）これらを統合するアプリケーションの導入 

○ システム導入・運用コスト、サポート体制の確保 

○ 現場に合わせたカスタマイズ（操作性や日本語対応など） 

○ アプリケーション間の連携不具合やデータ形式の違いによる運用トラブル 

5）要員の教育 

○ 新技術導入に伴うITスキルやリモートセンシング知識の習得・研修 

○ 高齢化が進む中での学習負担・意欲の差 

○ 担当者の離職や異動によるノウハウの継承問題 

6）マッチングと基礎データの収集・共有 

○ セキュリティ対策や個人情報保護（圃場情報や経営データなどの取扱い） 

（コラム）シェアリングアプリの使用者からの要望に対する迅速なアクション： 

・シェアリングアプリの使用法について、システム提供側、ユーザー、支援者が集まって会

合した際に、ユーザー側からアプリのインターフェースについて、どこから入力すべきか

わかりにくいとの意見がありました。 

・システム提供側として出席していた業務アプリ構築クラウドサービスのエンジニアが、そ

の意見を受けて迅速に現場にてアプリの改修を行いました。同時に入力権限も設定す

ることで、ユーザーのアプリの使用が容易になりました。 

・システムのユーザビリティに関する議論を、顔合わせで定期的に実施することに効果が

あると感じました。 
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○ データ標準化が不十分な場合の共有トラブル 

○ 複数関係者（農家・法人・JAなど）の利害調整や運用ルールの合意形成 

これらの問題点を踏まえ、技術面・コスト面・人的リソース面のバランスを検討するととも

に、関係者間で明確な運用ルールや責任の分担を定めることが、実施を円滑に進める鍵と

なります。 

 

今回のドローンシェアリングの取組において、シェアリングシステムの画面表示やデータ入

力の事例をもとに、具体的な実施手順を説明します。 

 

1）情報入力 担当：事務局 

・ドローンシェアリングの基礎情報を「シェアリングシステム」に入力しました（図6）。 

・事務局の情報を「シェアリングシステム」に入力しました（名称、住所、連絡先など）。 

・生産者の情報を「シェアリングシステム」に入力しました（名称、住所、連絡先など）。 

・各生産者から圃場情報を取りまとめて「シェアリングシステム」に入力しました（図7）。 

・必要なデータを効率的に収集するために、エクセルのテンプレートを利用し、入力後に圃

場マップ作成しました（図8）。地図作成標準に従い、圃場地図を作成、リモートセンシン

グ用撮影エリアを設定しました（図9）。 

・作成した地図とリモートセンシング用撮影エリアを「シェアリングシステム」にアップロード

しました。 

・データをアップロード後、解析画像（NDVI、VARI等）を取得しました（図10）。 

・パイロットを募集し、パイロットの情報を「シェアリングシステム」に入力、登録を行いまし

た（図11）。 

・使用機材の情報を収集し、「シェアリングシステム」に入力しました（図12、図13）。 

 

2）作付け情報の入力 

（第2部 図１：圃場データの整理） 

・各生産者は、事務局に作付け情報を提出しました。 

 水稲作における作付け情報：移植日、品種 

 小麦作における作付け情報：播種日、品種 

・事務局は、作付け情報を「シェアリングシステム」にインポートして（図14）、作付け情報

を技術指導者やパイロット等と共有しました。 

 

3）幼穂形成期や出穂期、成熟期等の予定日の算出 

（第2部 図１：圃場データの整理） 

・技術指導者は、作付け情報から、圃場ごとに幼穂形成期や出穂期、成熟期など、追肥や

防除等の作業計画を作成するうえで必要な基準日を算出しました。 

・事務局は、算出した幼穂形成期や出穂期、成熟期等の予定日を元に、圃場ごとにおおよ

その作業計画を作成し、「シェアリングシステム」にデータを入力して、生産者やパイロッ

ト等、関係者と情報を共有しました。 
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図6 シェアリングシステムの基本情報の入力例 

図7 シェアリングシステムの圃場情報の入力例 
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（地図は品種によって色分けをしている） 

図9 ドローンリモートセンシングエリアの設定例 

AREA A 

AREA B 

図8 圃場マップの作成例 

（シェアリングシステムに圃場情報の入力が間に合わないとき等、まずは白地図に作付

情報を書き込むことで急場をしのぎ、適期作業に遅れないように対応する。） 

コシヒカリ 
管理者Ａ 

コシヒカリ 
管理者Ｂ 

ほしじるし 

（直播） 
北陸193号 羽二重餅 
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図10 シェアリングシステムの水稲幼穂形成期のVARIマップの表示例 

（水色枠線付きの圃場がリモートセンシング調査圃場（R6年7月1日）。緑色が濃いほど

VARI値で生育が良いことを示し、茶色が濃いほど生育が劣るか作付けがないことを示

す。なお、背景写真は圃場位置確認用で、調査日の可視画像とは異なる。） 

図11 シェアリングシステムのパイロットの登録画面 
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図12 シェアリングシステムの農業資材・機材の入力画面 

図13 シェアリングシステムの農業資材・機材の入力例 

図14 シェアリングシステムの水稲の作付情報のインポート例 
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4）ソフトウェアの完成に向けた調整 

（第2部 図１：圃場データの整理、R6年６月１７日） 

ドローンシェアリングソフトを実際に活用する場面を想定しながら使用感を確認し、ソフ

トウェア完成に向けた最終調整を行いました。操作性や視認性に対する意見をもとにソフ

トウェア操作性の改善を行いました（図15）。 

 

 

 
 

6．ドローンセンシングの実作業 

（第２部 図１：実施、R6年３月28日） 
１）飛行要請「飛行要請」の作成 

・生産者が飛行要請を作成すると、アプリを通じて登録パイロットに自動的に通知されます

が、見落としを避けるために事務局は適宜、「飛行要請」が発生したことを携帯電話の

LINEを用いてパイロットに周知しました（図１6，１7）。 

図15 ドローンシェアリングソフトを確認する様子 
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・事務局は、パイロットのスケジュールを把握しつつ調整などコミュニケーションをとりまし

た。担当パイロットを確定し、パイロットへ通知しました。 

・事務局は、作業する圃場などの情報が掲載された記録シートを作成し、DIPS（ドローン

基盤情報システム）に登録する等、作業当日にパイロットがスムーズに仕事ができるよ

うに準備しました。（図１8） 

図16 飛行要請の作成例 

図1７ 飛行要請の作成例 
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図１8 ドローン作業記録シート 

 

２）飛行の受託から当日フライト作業まで 

・パイロットは適宜、飛行要請を確認し（図19）、飛行要請を受託します。パイロットから申

し出のあった作業は、シェアリングシステム経由で関係者に情報共有されます。 

・当日作業：パイロットは、シェアリングシステム上で作業の受け付けを行いました（チェッ

クイン：図20）。 

・当日作業：パイロットは、作業完了時にシェアリングシステム上で完了報告を行いました。 

 

今回は、技術支援を行う事務局、技術支援を受ける生産者、JAいがふるさと、伊賀地域

農業改良普及センター等の関係者で、小麦「タマイズミR」の栽培圃場40haについて、止

め葉期１週間前の３月２８日にドローンセンシングを行いました。 

 

・パイロットは、別途定める手順書に従い、撮影したデータを解析者の指示する解析フォル

ダにアップロードしました。 

・データ解析者から、解析結果のリンクが発行され、シェアリングシステム内の飛行要請に

格納されます（図２１）。 

・事務局は解析者から提供されたリンクを技術指導者と共有し、「生産者に追肥を推奨す

る圃場」をシェアリングシステム上で選択しました（図21、図22）。 

・生産者は、作業実施の判断を行い、「生産者に追肥を推奨する圃場」の指示をシェアリ

ングシステムに記録しました。（新たな飛行要請の生成）（図23） 
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図19 パイロットの当日チェックイン① 

図２０ パイロットの当日チェックイン② 
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※撮影を実施した「ニーズ」画面の圃場リストのうち、「おすすめチェックボックス」にチェッ

クを入れる（赤丸部分）。 

 

図21 解析された撮影データの確認用リンク 

図22 選択した圃場の解析データ画面 



２８  

 

 
 

このような作業によって収集したデータをクラウドサーバにアップし、翌日にはVARIに

変換したマップを取得できました（【小麦の場合】図24）。 

 

【小麦の場合】「タマイズミR」における追肥の要否診断として、葉色が淡い場合、止め葉期

に窒素量で２㎏/10aを追肥する想定を行いました（表3）。 

今回のリモートセンシングでは、各圃場とも顕著な葉色の差異はみられませんでした

が、比較検討のため、一部の圃場でドローンによる追肥を行いました。 

 

 

 

図23 新たなニーズが作成された例 
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葉色 葉色値 追肥の要否 

普通（基準） SPAD：40 以上 

VARI：0.0２以上 

追肥は不要 

淡い SPAD：４０未満 

VARI：0.0２未満 

止め葉抽出期に 

窒素量２～３㎏/10a追肥 

 

 

 

【水稲の場合】「コシヒカリ」における追肥の要否診断として、葉色が淡い場合、出穂期から

1週間後に窒素量で１㎏/10aを追肥する想定を行いました（図25、表4）。 

今回のリモートセンシングでは、各圃場とも顕著な葉色の差異はみられませんでした

が、比較検討のため、一部の圃場でドローンによる追肥を行いました。 

 

 

図24 小麦「タマイズミR」止め葉期前のVARIマップ例 

表3 伊賀地域の「タマイズミR」止め葉期前における葉色と追肥要否判定の想定 
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葉色 葉色値 追肥の要否 

普通（基準） SPAD：４０以上 

VARI：0.14以上 

追肥は不要 

淡い SPAD：４０未満 

VARI：0.14未満 

出穂期１週間後に 

窒素量１～２㎏/10a追肥 

 

 

3）シェアリングシステムを活用した現場でのドローン作業（R5年８月１日、図26） 

シェアリングシステムで作成した圃場データをもとにドローンでの散布作業を行いまし

た。シェアリングシステムを使って情報管理することで、生産者、パイロット、管理者が情報

共有しながら作業を進めました。 

図25 水稲「コシヒカリ」出穂期におけるVARIマップ例 

表4 伊賀地域の「コシヒカリ」出穂期における葉色と追肥要否判定の想定 

（上：下友生上地区、下：下友生下地区） 
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〔ここで出された課題と対応〕 

・関係者からセンシングデータにもとづいた施肥判断が難しいとの意見が出ました。施肥

判断には一定の経験が必要となるため、今後も関係者が一体となって継続して取り組

むこととしました。 

 

 

 
 

7．ドローンセンシングを行うことでの栽培面の効果 
水稲及び小麦栽培においてドローンシェアリングを行うことでの効果を検証するため、

JAいがふるさと、農業改良域普及センター等の関係者で作業時間や作物の収量・品質

を調査しました。 

・水稲「コシヒカリ」出穂期のSPAD値が35未満の圃場で追肥を行いました。追肥した圃

場で僅かですが増収し、白未熟粒率が低減しました。 

また、適期に病害虫防除ができたことで、いもち病や斑点米カメムシ類による被害粒

の発生を若干抑えることができました（表5）。 

 

・小麦「タマイズミR」止葉抽出期前のSPAD値が40未満の圃場で追肥を行いました。追

肥した圃場で出穂期の葉色が僅かですが高くなりました。 

また、収量については、春先の降雨による湿害の影響で効果が判然としませんでし

た（表6）。 

 

 
 収量㎏/10a 白未熟粒率％ 被害粒率％ 

追肥有 656 16.2 0.5 

追肥無 626 18.5 1.3 

 

図26 シェアリングデータを利用してドローン防除する様子 

表5 水稲「コシヒカリ」における収量・品質調査の結果 
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出穂期の葉色

（SPAD） 
収量kg/10a 

追肥有 34.2 142.0 

追肥無 32.5 150.7 

 

8．産地への定着に向けたアウトリーチ活動 

（関係者向け研修会、R5年２月１３日） 
スマート農業技術の産地への実装には、農業現場で活動する関係者の技術に対する

理解醸成が必要です。そこで県職員向け研修会を開催しました（図27）。 

研修ではドローンシェアリングの概要とシェアリングシステムを活用した農作業受委託

のマッチングの方法、本実証の進捗状況について説明を行いました。また、ドローンシェア

リングの取組について参加者と意見交換を行い、課題の抽出を行いました。 

〔研修会で出された課題と対応〕 

・参加者からは、労働力不足の解決策としてドローンシェアリングを期待する声や、シェア

リング体制をどう作っていくかなどの意見が出ました。シェアリング体制の作り方につい

ては、手引き書のなかで具体的な事例を載せることとしました（第２部2の1 グループ

の結成から研修の受講）。 

 

 

 
  

表6 小麦「タマイズミR」における葉色、収量の比較 

図27 研修会の様子 



３３  

9．アンケート 

（R7年２月２０～28日） 
ドローンシェアリングを導入した地域の生産者、パイロット、県内の地域普及センターの

関係者に、ドローンシェアリングの技術導入及びその効果についてアンケートを行いまし

た。 

今回のアンケートではドローンシェアリングで行ったセンシングや散布作業、シェアリン

グシステムの運用やシステムの取扱性などについて、「5：優れる」「4：やや優れる」「3：

慣行と同じ」「2：やや劣る」「1：劣る」の５段階（１～５、中央値は３）に設定し、地域担当

の普及員等が回答を分析しました。 

調査の結果から、ドローンシェアリングを導入することで、散布作業の省力化が進んだ

こと、小麦の薬剤散布において適期作業ができたことに高い評価がありました。これまで

小麦に関しては生産者の適期作業に関する認識がそれほど高くなかったところに、生育

予測を行って適期作業を実施できたことが高く評価されたものと思われます。 

開発したシェアリングシステムについては、使用を開始して習熟が不十分であったこと

から操作性については評価が相対的に低く、評価のバラツキも大きくなりました。その一

方で、作業計画の周知など情報共有に関しては相対的に高く評価されました（図28） 

 

 

 
 

次に、ドローンシェアリングで取り組んだ各作業についての期待や評価に関して、水稲

の除草剤や追肥、いもち病やカメムシ防除、小麦の追肥や赤かび病防除等を行いました

が、各作業ともそれなりの期待や評価があり、それぞれの作業に関して優劣はみられませ

んでした。ドローンを導入することで、できるだけ多様な作業に適用し、稼働率向上と散布

の効果を高めたい意向があるものと推測されます（図29）。 
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１）ドローンシェアリング ２）ドローンシェアリング用アプリ
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（劣る）

（慣行並み）

（やや

優れる）

（やや

劣る）

図28 ドローンシェアリングの技術活用における評価 
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さらに、栽培上の効果や経済性に関する評価では、散布作業の省力化について高い評

価がありました。地域では基盤整備圃場とともに中山間地の小区画圃場もあり、迅速か

つ小回りのきくドローン散布作業が好適に評価されたものと思われます。 

次いで水稲の品質向上と費用対効果について、相対的に高い評価がありました。地域

ではカメムシによる斑点米被害粒が多発していることもあり、カメムシ防除による斑点米

被害粒の削減が求められている背景があるものと思われます。 

その一方で、追肥による水稲及び小麦の収量向上が期待されるところですが、伊賀地

域ではもともと収量水準が高いこともあり、リモートセンシングを行ってデータ解析し、追肥

の要否判定を行うといった、手をかけて多収を目指す志向がそれぼど強くないことが背景

にあり、センシングやデータ解析、追肥の要否判定をだれでも簡単に行うことができるよう

になれば、志向も変わってくるものと思われます（図30）。 
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図29 ドローンシェアリングの技術活用における評価 

図30 ドローンシェアリングについての省力性・収量性・費用対効果に関する評価 
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10．最後に 
本コンソーシアムでは、集落営農組織の課題解決を目的に、ドローンシェアリングシステ

ムの導入支援に取り組んできました。様々なプレーヤーを巻き込んで進めるこの活動は、

コミュニケーションを粘り強く取ることが非常に大切であり、また難しいところですが、この

支援期間を通じて、関係者との協力の中でシステムの課題や展望への理解が深まり、地

元JAとの連携や周辺地域への情報発信など、農業に関連するプレーヤーの連携が促進

されました。また、各種政策により国としてスマート農業支援サービス事業体を後押しする

機運が高まっていることも併せた効果として、現在では、より広い連携体でのシェアリング

事業と、地域JAによるその支援が検討されるといった、新たな広がりの兆しが見えてきて

います。 

本手引き書が、土地利用型作物におけるスマート農業の普及促進や、効率的な農作業

の実現に向けた取組の一助となり、地域農業のさらなる発展につながると考えます。 
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第4部 参考資料 

1．参考資料一覧 
（１）第2部で使用した付属資料 

※１ ドローンシェアリングシステム： ジャパンドローンシェアリングシステム（JDSS） 

https://www.drone-j.com/wp-content/uploads/2023/03/dss_pamphlet.pdf 

 

 

 
項目 仕様および機能 

PCシステム クラウドサービスが使用できるネットワーク環境を備えたもの 

クラウド基幹管理 サイボウズ社製 Kintone 

ドローンリモート 

センシング 

ドローン・ジャパン社、DJアグリサービスと対応するドローン

（RGBカメラ） 

作物生育予測 三重県普及機関の生育予測を入力 

 

 

 
 

 

 

※２ センシングデータ解析サービス ： 

https://www.drone-j.com/dj-agricultural-service/ 

 

※3 ドローンシェアリング成果パンフレットと動画： 

（参考HP ドローンシェアリング成果パンフレットと動画ができました - つじ農園 | Tarafuku Rice Farm） 

 

 

※4令和3年度「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト」成果集： 

（参考HP https://www.naro.go.jp/smart-nogyo/r3/files/tsu3_E04.pdf） 

表7 「JDSS」のアプリケーション仕様 

図31 ＪＤＳＳのスタート画面 

https://tarafuku.org/2023/13968/
https://www.naro.go.jp/smart-nogyo/r3/files/tsu3_E04.pdf
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（２）第3部で使用した付属資料 

技術導入に関するアンケート調査用紙 

 

 
 

  

実証関係者各位

つじ農園、中央普及センター 評価
①操作し易さ
②作業計画共有
③進捗管理

評価
①水稲除草剤散布

回答者名 ②水稲追肥
③水稲いもち病防除
④水稲カメムシ防除
⑤小麦追肥

評価 ⑥小麦赤かび防除
①労働力の補完
②水稲の適期作業
③小麦の適期作業

評価
①省力化
②水稲収量向上
③水稲品質向上
④小麦収量向上
⑤小麦品質向上
⑥費用対効果

・R5,6年度の実証で下友生ファームを中心にドローンシェアリングの実証を実施して
きました。このアンケートでは、シェアリングやシステム開発などについて、各項目
の評価をお願いします。
・なお、評価は【優れる（満足）】【やや優れる（やや満足）】【慣行並（どちらと
も言えない）】【やや劣る（やや不満）】【劣る（不満）】の５段階評価です。
・実証では実施していない項目もありますが、それについては期待を含めた評価をお
願いします。

３．ドローンシェアリング作業の評価（※実施していない項目は期待を含めた回答を
お願いします）

４．ドローンシェアリングによる省力性・収量性・費用対効果に関する評価（※実施
していない項目は期待を含めた回答をお願いします）

（アンケート）ドローンシェアリングによる効果について

〆切　３月１２日

１．シェアリングによる効果（※実施していない項目は期待を含めた回答をお願いし
ます）

２．ドローンシェアリングアプリの評価（※実施していない項目は期待を含めた回答
をお願いします）

図32 技術導入に関するアンケートの例 
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２．参考情報 
手引書作成するための参考資料 

https://tarafuku.org/2023/13968/ 

（「三重北部ドローンシェアリングコンソーシアム」の成果） 

https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000855879.pdf 

（三重県の農業研究成果情報：メッシュ農業気象データを用いた水稲・麦の生育予測システム） 

 

３．現地指導で用いた技術 
１）水稲・麦の生育予測について 

ドローンによるセンシング及び散布の作業計画作成のため、技術活用支援を受ける水稲および小麦圃

場の生育予測が必要となります。具体的には、水稲においては追肥の要否判定を行う幼穂形成期、いもち

病およびカメムシ防除を行う出穂期、小麦においては追肥の要否判定を行う茎立ち期及び止め葉期、赤カ

ビ防除を行う出穂期であることから、下友生ファーム及び散布委託を受ける予定の圃場の作物について、

伊賀地域農業改良普及センターが「メッシュ農業気象データを用いた水稲・麦の生育予測システム」を用

いて、作期を通して生育予測を行いました。 

あらかじめ、作業計画を策定しておき、適期に的確に作業することで収量や品質の改善につなげること

ができます。そのため、生産者グループ、JA、農業改良普及センターとの連携が重要となります。 

 

 

２）SNSのグループチャットを用いた情報伝達とトラブル等の情報共有 

ドローンのメンテナンス、パイロット間の出役の可否、シェアリンググループ間のトラブル等の情報共有の

ため、チャット機能等を用いて、迅速かつ確実な情報伝達を行いました。 

当初は使い方に不慣れなこともあり、グループ全員への情報伝達が不確実な状況ではありましたが、３ヶ

月程度で習熟度が増して、円滑な情報伝達が可能になりました。 

さらに、トラブル事例等をパイロット間で情報共有することで、トラブルの再発防止等に有効となりました。 

 

 

  

https://tarafuku.org/2023/13968/
https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000855879.pdf
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４．この手引き書の著作権について 
本手引き書の著作権は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構に帰属します。 

 

 

この手引き書の問い合わせ先 

株式会社つじ農園 

所在地 ：〒514-0126 三重県津市大里睦合町1211 

メール ：info@tarafuku.org 

 

 

 

本事業は、農林水産省「スマート農業技術活用産地支援事業」（事業主体：国立研究開発法人農業・食品産業

技術総合研究機構）の支援により実施されました。 

 

農研機構スマート農業実証プロジェクトホームページ 

https://www.naro.go.jp/smart-nogyo/ 
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